貯水槽清掃業務（点検・消毒・水質検査含む）仕様書

この業務は、京都市環境政策局伏見まち美化事務所に設置している受水槽及び高架水槽について、水道法第３２条の２に基づく清掃・点検・消毒・水質検査を実施し、結果を報告するものとする。

１ 履行場所
京都市伏見まち美化事務所（京都市伏見区横大路千両松町４４７）
　
２　履行期限
　　契約の日の翌日から令和８年３月２０日まで

３ 清掃・点検対象設備
	　　
	容量（㎥ ）
	材質
	給水方式
	備考

	受水槽（地下）
	５４
	ＲＣ製
	圧力
	二層式

	受水槽（事務所棟）
	２０
	ＦＲＰ製
	高架
	一層式

	高架水槽（事務所棟屋上）
	４
	ＦＲＰ製
	高架
	一層式



４ 業務内容
(1) 業務については、水道法第３４条の２第１項及び第２項に基づき行うこと。なお、清掃実施後に受検予定の水道法第３４条の２第２項の規定に基づく簡易専用水道の検査において、清掃の不行き届きを原因とする不適合がある場合は、適合するよう再清掃を行う。
(2) 業務日程は土曜日、日曜日のいずれか1日とし、事前に本市と打ち合わせ承認を得てから、その日程に従って実施する。
(3) 業務前に現場の状況及び設備などの必要事項を充分チェックして熟知しておき事故のないように努める。なお、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項建築物飲料水貯水槽清掃業について、京都府知事の登録を受けており、貯水槽清掃作業監督者及び当該事業の従事に必要な研修を受講した作業員によるものとする。
(４)業務範囲、内容その他について疑義が生じた時は、本市の指示を受けるものとする。
(５)業務に要する材料及び機器は、受託業者の負担とする。
(６)業務中に施設の設備等に損害を与えたときは、速やかに本市に報告するとともに賠償の責を負うものとする。なお、作業中の事故については、受託業者の責とする。
(７)再委託は、原則として禁止する。

５ 業務報告
業務終了後は、貯水槽清掃・点検等業務報告書及び記録写真を提出するものとする。ただし、清掃作業実施体制（従事する清掃作業責任者を明記）、作業従事者の証明書及び健康診断書（保菌検査結果）を含む。
６　支払い
業務完了後、一括して支払うものとする。
